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平成18年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について   

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」（平成18年3月6日保医発第  

0306001号）、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成1  

8年3月6日保医発第0306002号）、「特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱  

いについて」（平成18年3月6日保医発第0306003号）、「特定保険医療材料及びその材料価格  

（材料価格基準）の制定に伴う特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について」（平成18  

年3月6日保医発第0306006号）、「特定保険医療材料の定義について」（平成18年3月6日保医  

発第0306008号）、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示  

事項等」及び「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事  

項について」（平成18年3月13日保医発第0313003号）及び「厚生労働大臣が指定する病院の病棟  

における療養に要する費用の額の算定方法等の施行に伴う実施上の留意事項について（通知）」  

（平成18年3月20日保医発第0320001号）について、それぞれ別紙1から別紙7までのとおり訂正  

するので、その取り扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。   



（別紙1）  

診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について  

別添1  

医科診療報酬点数表に関する事項   

第1章 基本診療科  

第1部 初・再診料   

第2節 再診料  

AO O2 外来診療料  

（5）外来診療科には、包括されている処置項目に係る薬剤料及び特定保険医療材料料は含ま  

れず、処置の部の薬剤料及び特定保険医療材料料の定めるところにより別に算定できる。  

また、熱傷に対する処置についても別に算定できる。  

第2部 入院料等   

第1節 入院基本料  

AlO O 一般病棟入院基本料  

（4）「注4」に規定する特定患者とは、90日を超える期間、同一の保険医療機関（特別の関  

係にある保険医療機関を含む。）の一般病棟に入院している患者であって、当該90日を経  

過する日の属する月（90日経過後にあってはその後の各月とする。以下、下の表において  

単に「月」という。）に下の表の左欄に掲げる状態等にあって、中欄の診療報酬点数に係  

る療養のいずれかについて、右欄に定める期間等において実施している患者（以下「基本  

料算定患者」という。）以外のものをいう。  

なお、左欄に掲げる状態等にある患者が、退院、転棟又は死亡により右欄に定める実施  

の期間等を満たさない場合においては、当該月の前月に基本料算定患者であった場合に限  

り、当該月においても同様に取り扱うこととする。  

（表略）  

※1から※3（略）  

※4 基本診療料の施設基準等（平成18年厚生労働省告示第＝旦旦号）別表第四に規定  

する「前各号に掲げる状態に準ずる状態にある患者」は、定められていない。  

AlO4 特定機能病院入院基本料  

（2）当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定につい  

ては、一般病棟入院基本料の衿過、結核病棟入院基本料の措過及び精神病棟入院基本料  

の轄喧の例による。  

（3）（略）  

（4）当該特定機能病院の一般病棟に入院している特定患者に係る入院基本料の算定につい  

ては、一般病棟入院基本料の御題から㈲魁の例による。   



AlO5 専門病院入院基本料   

（讃 当該専門病院に入院している特定患者に係る入院基本料の算定については、一般病棟  

入院基本料の碍建から串担の例による。  

AlO6 障害者施設等入院基本料   

（4）当該障害者施設等一般病棟に入院している特定患者に係る入院基本料の算定について  

は、一般病棟入院基本料の㈱建から㈱魁の例による。   

第3節 特定入院料   

A313 老人一般病棟入院医療管理料   

（1）老人一般病棟入院医療管理料は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものと  

して届け出た保険医療機関の一般病棟の包括病床群（以下「包括病床群」という。）に入  

院している特定患者（第1節の「一般病棟入院基本料」の錦城に規定する特定患者をい  

う。）について算定する。  

第2章 特掲診療科  

第2部 在宅医療   

第2節 在宅療養指導管理料  

第1款 在宅療養指導管理料  

ClOl 在宅自己注射指導管理料  

（劫 インターフェロンアルファ製剤については、C型慢性肝炎におけるウイルス血症の改善  

（血中HCV RNA量が高い場合を除く。）を目的として単独投与（初期治療に用いる  

場合を除く。）に用い、当該保険医療機関において2週に1回は外来、往診又は訪問診療  

による診療を行っている場合に限り、インスリン製剤に準じて算定する。なお、ペグイン  

ターフェロンアルファ製剤については算定できない。  

（4）ェタネルセプト製剤については、関節リウマチ（既存治療で効果不十分な場合に限  

る。）に対して用い、当該保険医療機関において2週に1回は外来、往診又は訪問診療に  

よる診療を行っている場合に限り、インスリン製荒に準じて算定する。  

第3節 薬剤料  

C200 薬剤  
（1）次の厚生労働大臣の定める注射薬に限り投与することができる。  

【厚生労働大臣の定める注射薬】  

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血幸夜凝固第Ⅶ因子製剤、遺  

伝子組換え型血液凝固第Ⅶ【因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ  

因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含  

む。）、性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出  

ホルモン誘導体、ソマトスタチンアナログ、自己連続携行式腹膜港流用潜流液、在宅中心  

静脈栄養法用輸液、インターフェロンアルファ製剤、インターフェロンベータ製剤、ブト  

ルファノール製剤、ブプレノルフィン製剤、塩酸モルヒネ製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴ  

ン製剤、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩液、プ  

ロスタグランジンⅠ2製剤麦辞、エタネルセプト製剤及び注射用水   



第3部 検査   

第3節 生体検査料  

D282－3 コンタクトレンズ検査料   

（5）コンタクトレンズ処方のために眼科豊的検査を行った場合又はコンタクトレンズ装用者  

に対して眼科学的検査を行った場合は、「1」又は「2」の所定点数を算定し、別に区分  

「D255」から「D282－2」までに掲げる眼科学的検査を算定することはできない。  

ただし、新たな疾患の発生（屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。）によりコンタクト  

レンズの装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、閲（治療計画  

を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定  

及び精密眼底検査を実施し、視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。）  

又は眼内の手術前後の患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分「D255」から  

「D282－2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、  

区分「AO O O」に掲げる初診料は算定せず、区分「AOOl」に掲げる再診料又は区分  

「AO O2」に掲げる外来診療料を算定する。  

第7部 リハビリテーション   

＜通則＞  

8 疾患別リハビリテーションは、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当  

する疾患別リハビリテーションを算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を  

持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーションを算定できる。  

例えば、疾患別リハビリテーションのいずれかを算定中に、新たな疾患が発症し、新たに他  

の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合には、新たな疾患の発症日等をもっ  

て他の疾患別リハビリテーションの起算日として、各々の算定日数の範囲内で辞ず泰顛竺塑  

空也の疾患別リハビリテーションを算定することができる。この場合においても、1日の算  

定単位数は前項の規定による。  

第9部 処置  

＜通則＞   

11血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行  

う場合は、療養癖字区分「JO59－2」血腫、膿謄新和こより算定できるが、  
小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。  

JO38 人工腎臓  

（脇 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。  

ア （略）   

イ 「1」により算定する場合においても、透析液（港流液）、血液凝固阻止剤、生理食  

塩水及びエリスロポエチン製剤の使用について適切に行うこと。また、慢性維持透析  

患者の貧血の管理に当たっては、関係学会が示している腎性貧血治療のガイドライン  

を踏まえ適切に行うこと。  

ウ～カ （略）  

第10部 手術   



第1節 手術料   

第5款 耳鼻咽喉   

K388－2 咽墜頭粘膜下軟骨片挿入術  

反回神経麻痺に対し、声帯固定のため甲状軟骨を左右に分離し、喉頭側軟骨膜下に甲状軟  

骨より取り出した小軟骨片を挿入する喉頭粘膜下軟骨片挿入術を行った場合に算定する。  

第9款 腹部   

（1）経度的月旦管ドレ・ト  
、ヾ ′・h RR⊥′．tヽrノノ′ T阜 ヽ  

K682－2働  
経皮的胆管ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「JOO2」ドレーン  

法（ドレナージ）により算定する。  

第3節 手術医療機器等加算  

K930 脊髄誘発電位測定加算  

「注」に規定する脊椎、脊髄又は大動脈癌の手術とは、区分「Kl16」から「Kl1  

8」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K14  

2」から「K142－3」まで、「K183」から「K190－2」まで、「K191」、  

「K192」喜羊テ及び「K560」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目に準じて所  

定点数を算定する手術については加算は行わない。   



別添2  

歯科診療報酬点数表に関する事項  

第2章 特掲診療料  

第1部 医学管理等  

BO O O 歯科口腔衛生指導料  

（6）区分番号BOO O－3に掲げる歯科疾患総合指導料、区分番号BOOlに掲げる歯周  

疾患指導管理料又は区分番号BO O2に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している  

患者に対して歯科口腔衛生指導を併せて行った場合は、診療録に歯科口腔衛生指導とし  

て行った指導等を記載するとともに、診漂辛琵訝現箱書〇詫要讃に併せて舌苔ロガ空衛生指  

BO O4－8 歯科疾患継続指導料  

（5）「注3」の機械的歯面清掃とは、歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯面にお  

ける機械的な回転器具や研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、一口腔単位で行  

った場合に限り算定できる。機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的歯面清掃  

を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定する。な  

お、歯科疾患継続指導料が歯周疾患以外の患者に対して行なわれた場合は、当該加算は算  

定できない。  

第2部 在宅医療  

CO O O 歯科訪問診療料  

（鰯 累怠歯科前局裔秦「注4」に規定する加算は、保険医療機関において、標梼時間内で  

あって、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその  

看護に当たっている着から緊急に求められて歯科訪問診療を行った場合に算定する。  

伽 適塾訪問歯科＝診療を行なった場合は、診療録に、患者の状況及びその他患者に提供し  

た療養上必要な事項に関する情報等を記載すること。  

鋤から徹）までを鋤から伽までとし、耶をG蜘こする。  

耶「注4」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専  

ら診療に従事している時間であって、こ卿  

個 「注4」における所定点数とは、歯科訪問診療料に「注3」における加算点数を合算し   

上土J七三しい‾）  

CO Ol 訪問歯科衛生指導料  

（畑 訪問歯科衛生指導料の「1複禁なもの」墓室を行った場合は、当該訪問指導で実施  

した指導内容、指導の開始及び終了時刻、及びその他療養上必要な事項に関する情報を  

患者又はその家族等に担当者の署名を行った文書を提供するとともに、患者又は家族等  

に情報提供した文書の写しを業務記録簿に添付すること。  

第3部 検査   

第1節 検査料  

DO O2－4 歯科疾患継続管理診断料  

（1）歯科疾患継続管理診断及び当該歯科疾患継続管理診断に基づく区分番号BO O4－8に  

掲げる歯科疾患継続指導の実施は、区分番号B O O O－3に掲げる歯科疾患総合指導料の  

⊥注1⊥の規定に基づき算定に係る地方社会保険事務局長への届け出を行った保険医療機  

関において、区分番号BO O O－3に掲げる歯科疾患総合指導料を算定した患者に限り算   



定する。  

DO O3 スタディモデル（1組につき）  

（1）スタディモデルとは、患者の口腔内状況を診査するために用いた場合に算定し、個人ト  

レー等歯科技工物の圧製韓に用いた場合は算定できない。なお、圧製拝されたスタディモ  

デルには、患者氏名、任製件年月日等必要事項を明記する。   

（3）作成製したスタディモデルについては、一連の治療が終了した日の属する月の翌月の初  

日から起算して3年を保存期間とする。ただし、作韓製したスタディモデルの正面観、左  

右側面観、上下歯列の校合面撃墜等を患者氏名、作成製年月日が判別できる状態でそれぞ  

れ写真撮影し、当該写真を診療録に添付した場合にあっては、スタディモデルの算定を行  

った日韓里属する月の翌月の初日から起算して3月を保存期間とする。・なお、写真撮影に  

係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。  

DO O3－2 口腔内写真検査   

（1）⊥口腔内写真検査（1枚につき）」は、「注」に規定する歯周疾患の状態を示す方法と  

して、歯周組織の状態をカラー写真での撮影又はこれに準ずる方法で行う。なお、口腔内  

写真の撮影については、「歯周病の診断と治療のガイドライン」（平成8年3月）の「口  

腔内カラー写真」を参考とすること。  

第8部 処置   

［通則］   

11歯科訪問診療は常時寝たきりの状態等である療養中の患者について実施されるものである  

が、消炎鎮痛、有床義歯の調整等の訪問診療で求められる診療の重要性を考慮し、当該患者  

に行った区分番号IOO5に掲げる抜髄、区分番号IO O6に掲げる感染根管処置、区分番  

号JO O Oに掲げる抜歯手術（「1 乳歯」、「2 前歯」及び「3 臼歯」に限る。）、  

に限る。）、区分番号MO29に掲げる有床義歯修理及び区分番号MO36に掲げる有床義  

歯調整料について所定点数に所定点数の100分の50を加算する。   

第1節 処置料   

IO O O－2 曖合調整  

（5）歯周組織に校合性外傷を起こしているとき、過高部の削除に止まらず、食物の流れを改  

善し歯周組織への為害作用を極力阻止するため歯冠形態の修正を行った場合、又は舌、頬  

粘膜のP交傷を起こすような場合に、歯冠形態修正（単なる歯牙削合を除く）を行った場合  

は、所定点数を1回に限り算定する。なお、歯冠形態の修正を行った場合は診療録に修正  

前の歯の状態、歯冠形態の修正が必要である理由、歯冠形態の修正箇所、修正後の形態を  

診漂琵に記載し、診療報酬明細書の摘要欄に歯冠形態の修正を行った歯の部位及び修正理  

由を記載した場合に1回に限り算定する。   

IO O3 初期齢蝕小裔裂溝填塞処置  

（2）初期齢蝕小裔裂溝填塞処置に要する特定保険医療材料料は、区分番号MOO9に掲げる  

充填の「1 単純なもの」単純なものの場合と同様とする。   

IO O6 感染根管処置  

（3）感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、髄室側壁又は髄床底に穿孔がある場合に封鎖  

をした場合は、区分番号MO O9に掲げる充填の「1 単純なもの」の所定点数と保険医  

療材料料をそれぞれ算定する。なお、形成を行った場合は区分番号MO Olに掲げる歯冠  

塑盛の「3のイ 単純なもの」の所定点数により算定する。また、歯肉を剥離して行った  

場合は区分番号JOO6に掲げる歯槽骨整形手術、骨癖除去手術の所定点数及び保険医療   



材料料をそれぞれ算定する。  

IO O7 根管貼薬処置  

（3）抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯につ   

き1回に限り、「1 単根管」により算定する。なお、抜歯を前提とした根管拡大として  

区分番号IOO6に掲げる感染根管処置の「1 単根管」を算定した場合にあっては、消   

炎のための根管貼薬の費用は、区分番号IOO6に掲げる感染根管処置の「1 単根管」   

の所定点数に含まれ別に算定できない。  

IOll 歯周基本治療  

（却 歯周基本治療を実施した後に同一部位に実施したスケーリング・ルートプレーニング又   

は歯周ポケット掻爬（盲嚢掻爬）の費用は、「注1」に掲げる同一の歯周基本治療とみな  

して、1回目の所定点数に含まれ別に算定できない。ただし、区分番号BO O4－8に掲   

げる歯科疾患継続指導料を算定する場合であって、H スケーリング」を算定する場合  

を除く。  

IO14 暫間固定  

（8）から（1力までを、（9）から（1力までとする。  

（8）外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合は、「2 困難なもの」により算定する。  

第9部 手術   

第1節 手術料   

JO O4 歯根端切除手術（1歯につき）  

（5）歯内治療では治療ができなかった根尖病巣を有する保存が可能な大臼歯であって、解剖  

学的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を  

行った場合は本区分により算定する。ただし、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に部位、  

算定の理由を記載した場合に限り算定できる。なお、歯の移動を目的に含む場合は算定で  

きない。  

JOlO 顎堤形成術   

㈹（2）について、1口腔内からの骨片の況敢及び人工骨の挿入に要する費用については、「2  

困難なもの」の所定点数に含まれる。  

JO64 歯肉歯槽粘膜形成手術  

（2）「1歯肉弁側方根尖側移動術」とは、付着歯肉の幅が狭い場合、又は歯周病で深いポ  

ケットが存在し、歯肉歯槽粘膜境を超えているような場合に付着歯肉の幅の増加及び芸‡歯   

周ポケットの除去を目的として行なった場合に限り算定する。  

潮 「2 歯肉弁歯冠側移動術」とは、歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面を里被覆  

を目的として行なった場合に限り算定する。  

（4）「3 歯肉弁側方移動術」とは、歯肉退縮によって歯根面の露出している孤立した少数   

歯の露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根面を修復する   

こと主目的経として行なった場合に限り算定する。  

（5）「4 遊離歯肉移植術」とは、歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着させる   

移植側へ移植を行うものであり、転位歯等を抜去した際、隣在歯の歯根面が露出し、知覚   

過敏等の障害のおそれがあるときに手術を行った場合に限り算定する。ただし、粘膜面へ  

の移植は容易であるが、セメント質が露出している歯根面に対しての寺±移植は困難である。  

JO84－2 小児創傷処理（6歳未満）  

（6）抜歯又は智歯歯肉弁切除等の術後、後出血を起こし簡単に止血（圧迫等により止血）でき   

ない場合における後出血処置の費用は「幸6 筋肉、臓器に達しないもの（長径輔2．5セ   



ンチメートル以上5センチメートル未満）」により算定する。  

第12部 歯冠修復及び欠損補綴  

［通則］  

15 有床義歯製作中であって曖合採得後、試適を行う前に患者が理由無く来院しなくなった場合、  

患者の意思により治療を中止した場合、患者が死亡した場合であっては、診療録に装着物の種   

類、試適予定日及び試適できなくなった理由等を記載するとともに、診療録墾壁間細書の摘要   

欄に装着物の種類、試適予定日及び装着できなくなった理由を記載した場合に限り、製作され  

た区分番号MO20に掲げる鋳造釣、区分番号MO21に掲げる線鈎、区分番号MO22に掲  

げるフック、スパー及び区分番号MO23に掲げるバーにあ っては各区分の所定点数苗i右往分  

手ご当する環〇責用並びに特定保険医療材料である人工歯の費用の請求を行うことができ   

るものとする。なお、区分番号MOO7に掲げる仮床試適、区分番号MOO5に掲げる装着の  

費用は算定できない。請求に当たっては、試適の予定日より1月待った上で請求を行う取扱い  

とする。ただし、患者が死亡した場合であって死亡が明らかな場合に限り、1月を待たずに請  

求することができる。  

16 患者が理由無く来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場合、患者が死亡  

した場合であって支台築造物、鋳造歯冠修復物、、ジャケット冠、ブリッジ、有床義歯（釣、   

バー 、フック及びスパーを含む。）の製作がすでに行われているにもかかわらず装着ができな   

い場合は診療録に装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由等を記載するととも   

に、診療録墾塑明細書の摘要欄に装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由を記   

載した場合に限り、区分番号MO O2に掲げる支台築造、区分番号MOlOに掲げる鋳造歯冠   

修復、区分番号MOllに掲げる前装鋳造冠、区分MO14に掲げるジャケット冠、区分番号   

MO15に掲げる硬質レジンジャケット冠、区分番号MO17に掲げるボンティツク（ダミ   

ー）、区分番号MO18に掲げる有床義歯、区分番号MO19に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯、   

区分番号MO20に掲げる鋳造釣、区分番号MO21に掲げる線鈎、区分番号MO22に掲げ   

るフック、スパー及び区分番号MO23に掲げるバーの各区分に掲げる所定点数〇1〇〇分〇7〇   

に相当する告〇要用及び並堕拉特定保険医療材料料の請求を行うことができるものとする。な   

お、区分番号MO O5に掲げる装着及び装着材料料の費用は算定できない。請求に当たっては   

装着の予定日より1月待った上で請求を行う取扱いとする。ただし、患者が死亡した場合であ   

って死亡が明らかな場合に限り、1月を待たずに請求することができる。  

17 歯冠修復及び欠損補綴の場合、歯冠形成及び印象採得後、偶発的な事故等を原因とする外傷   

による歯冠形成歯の喪失等の止むを得ない場合は、当該歯に装着予定の完成している歯冠修復   

物及び欠損補綴物について診療録に歯冠修復物又は欠損補綴物の種類、装着予定日及び装着で   

きなくなった理由等を記載するとともに、診療録墾型明細書の摘要欄に装着物の種類、装着予   

定日及び装着できなくなった理由を記載した場合に限り、区分番号MOlOに掲げる鋳造歯冠   

修復、区分番号MOllに掲げる前装鋳造冠、区分番号MO14に掲げるジャケット冠、区分   

番号MO15に掲げる硬質レジンジャケット冠及び区分番号MO17に掲げるボンティツク  

（ダミー）の各区分に掲げる所定点数の100分の70に手口当する茄の責用及び壁 

療材料料の請求を行うことができるものとする。なお、区分番号MOO5に掲げる装着及び装   

着材料料は算定できない。  

18 未来院請求後に患者が再び来院し、治療  

又；・ま既に未来院請求を行なった区分番号MO O2に掲げる支台築造、区分番号MOl  

Oに掲げる鋳造歯冠修復、区分番号MOllに掲げる前装鋳造冠、区分番号MO14に掲げる  

ジャケット冠、区分番号MO15に掲げる硬質レジンジャケット冠、区分番号MO17に掲げ   



るボンティツク（ダミー）、区分番号MO18に掲げる有床義歯、区分番号MO19に掲げる  

熱可塑性樹脂有床義歯、区分番号MO20に掲げる鋳造釣、区分番号MO21に掲げる線釣、  

区分番号MO22に掲げるフック、スパー及び区分番号MO23に掲げるバーの装着を行なう  

場合は、そ〇選出、模型及び装着を吾なう曽冠修復物及び欠浩二悟綴物等の篭莞及び具捧託形態  

ノン 並重拉  

掲げる各区分に係る費用は別に算定できない。ただ七なお、算定にあ去苛ま当たっては、診療  

報酬明細書の摘要欄に算定〇理缶その旨を萌寿記載すること。  

第1節 歯冠修復及び欠損補綴診療科   

MO O O－2 補綴物維持管理料   

（2）「注1」の「歯冠補綴物」とは、区分番号MOlOに掲げる鋳造歯冠修復（「1イン  

レー」を除く。）、区分番号MOllに掲げる前装鋳造冠、区分番号MO14に掲げるジ  

ャケット冠、区分番号MO15に掲げる硬質レジンジャケット冠をいう。なお、乳歯に対  

する歯冠修復及び欠損補綴及びすべてのインンーを支台をインレーとするブリッジは、補  

綴物維持管理の対象としない。  

第13部 歯科矯正  

NO O O 歯科矯正診断料   

（6）顎石窟積篤診断料歯科矯正診嘩型を算定する場合は、診療録に、症状及び所見、口腔領  

域の症状及び所見、療法名、一連の指導計画、指導内容、患者説明用に実際に使用した資  

料の種類及び内容等を記載すること。  

別紙様式12及び別紙様式13を別添のとおり訂正する。   



（別紙様式12）  

訪 問 看 護 指 示 書  

在宅患者訪問点滴注射指示書  

※該当する指示書を○で囲むこと  

上記のとおり、指示いたします。  
平成 年 月 日  

名
所
話
）
名
 
 

棚
錆
 
 

医
住
電
け
医
 
 

印   

指定訪問看護ステーション  殿  



精神訪問看護指示書（基本療養費Ⅱ）  

指示期間（平成 年 月 日 ～ 年 月 日）  

（別紙様式13）  

生年月日 明・大・昭・平 年 月 日  

（ 歳）  

施設名  

電話（）  

主たる傷病名  

病状・治療  

状  況  現
在
の
状
況
 
 

投与中の薬剤  

の用量・用法  

病  識  

日常生活  

自立度  

痴呆認知症の状況（IIIa Ⅲb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M）  

治療の目標  

精神訪問看護に関する留意事項及び指示事項  

1 生活習慣、生活リズムの確立  

2 生活技術、家事能力、社会技能等の獲得  

3 対人関係の改善  

4 社会資源活用の支援  

5 その他  

緊急時の連絡先  

不在時の対応法  

特記すべき留意事項  

上記のとおり、指定訪問看護の実施を指示いたします。  

平成 年 月  日  

医療機関名  

住  所  

話  

（FAX．）  

医師氏名  

指定訪問看護ステーション  殿   



（別紙2）  

基本診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて  

第3 届出受理後の措置等  

1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の  

開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場  

合にはその都度届出を行う。  

次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。   

（1）平均在院日数、月平卿夜間勤務等看護加算の看護要員と入院患者数  

の比率（漂豊満競入踪基本料1iこ限る。）及び月平均茨芸旨古間数については、暦月で3か月  

を超えない期間の1割以内の一時的な変動。  

第4 経過措置等  

1 第2及び第3の規定にかかわらず、平成18年3月31日現在において入院基本料等の届出が受  

理されている保険医療機関については、次の取扱いとする。  

次表に掲げる入院基本料等を算定している保険医療機関については、新たに該当する入院基  

本料等の届出を要しないが、平成18年4月以降の実績をもって、該当する入院基本料等の施設  

基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。  

療養病棟療養環境加算1   一→  療養病棟療養環境加算2   

（略）   

有床診療所入院基本料の注4に規定する  →  有床診療所入院基本料1の注3に規定   

看護配置に係る加算  する看護配置に係る加算   

療養病棟入院基本料1   →  療養病棟入院基本料1の入院基本料1   

療養病棟入院基本料2   →  療養病棟入院基本料1の入院基本料2   

別添1  

第2 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等   

1 地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等  



別添2  

第2 病院の入院基本料等に関する施設基準   

6 「基本診療科の施設基準等」の第韓重の六専門病院入院基本料の施設基準の（1）の通則の主   

として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度か   

つ専門的な医療を行っている病院とは、具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものを  

いう。  

別紙2及び様式3の6を別添のとおり訂正する。   



別紙2  

看護要員（看護職員及び看護補助者をいう）の配置状況（例）   

1 一般病棟の場合   

【1病棟（1看護単位）入院患者数40人で一般病棟入院基本料の10対1入院基本料の届出を行う  

場合】  

01日に看護を行う看護職員の数が12人以上であること。  

○ 当該届出区分において、月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員（看護師及び  

准看護師をいう）中の数に対する実際に勤務した月平均1日当たりの看護師の比率が70％以  

上であること。  

○ 当該病棟が交代制の勤務形態であること。  

○夜間勤務の看護職員配置については、看護師1人を含む2人以上であること。  

○ 当該病棟の平均在院日数が21日以内であること。   

（1）看護職員配置の算出方法  

①各勤務帯に従事している看護職員の1人当たりの受け持ち患者数が10人以内であること。  

（40人×1／10）×3＝当該病棟に1日当たり12人以上の看護職員が勤務していること。  

②月平均1日当たり勤層することが必要となる看護職員中の数に対する実際に勤務した月平均1  

日当たりの看護師の比率が70％を満たすこと。  

当該病棟の月平均1日当たり勤務する看護職員が翠廷人の場合  

書章週人×70％＝辞旦人（少数点以下切り上げ）   

（2）看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数の算出方法  

○ 各病棟において、夜勤時間帯に従事した看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間  

以下であること。  

①当該保険医療機関で夜勤時間帯を設定：16時から翌朝8時まで（16時間）  

②夜勤時間と従事者数：2人以上の看護職員が配置されている。  

16時～24時30分（看護師3人、計3人）  

0時～8時30分（看護師2人、准看護師1人 計3人）  

③1月当たり夜勤時間帯に従事する実人員数：23人（8人＋11人＋4人）  

8人×72時間 ＝ 576時間（a）  

11人×64時間 ＝ 704時間（b）  

4人×40時間 ＝160時間（c）  

※ 夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間（24時から24時30分）は  

申し送った従事者の夜勤時間には含めない。  

④月延夜勤時間数：1，440時間（（a）～（c）の合計）  

⑤月平均夜勤時間数：72時間以下である。  

1，440時間 ÷ 23人 ＝ 62．6時間（小数点2位以下切り捨て）   



2 療養病棟の場合  

【1病棟（1看護単位）入院患者数40人で療養病棟入院基本料1の入院基本料1の届出を行う場   

合】  

01日に看護を行う看護職員の数が5人以上であって、かつ、看護補助業務を行う看護補助者  

の数が6人以上であること。  

○ 当該届出区分において、月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員中の数に対す  

る実際に勤務した月平均1日当たりの看護師の比率が20％以上であること。  

○ 当該病棟が交代制の勤務形態であること。  

○夜間勤務の看護職員配置については、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上であって  

もよい。   

（1）看護要員配置の算出方法   

①各勤務帯に従事している看護職員の1人当たりの受け持ち患者数が25人以内であること。  

（40人×1／25）×3＝当該病棟に1日当たり5人以上の看護職員が勤務していること。  

②月平均1日当たり勤務することが必要となる看護職員中の数に対する実際に勤務した月平均1  

日当たりの看護師の比率旦三ヱ旦盤を満たすこと。  

当該病棟の月平均1日当たり勤務す旦看護職員が奪旦人の場合  

舎旦人×20％＝書⊥人（少数点以下切り上げ）  

③1日に従事している看護補助者の1人当たりの受け持ち患者数が20人以内であること。  

（40人×1／20）×3 ＝6人   

（2）看護要員1人当たりの月平均夜勤時間数の算出方法  

○ 各病棟において、夜勤時間帯に従事した看護要員1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間  

以下であること。  

①当該保険医療機関で夜勤時間帯を設定：17時から翌朝9時まで （16時間）  

②夜勤時間と従事者数：2人以上の看護要員が配置されている。  

17時～23時30分  

23時～9時30分  

7時～12時（夜勤は7時～9時）  

17時～9時  

（准看護師1人、看護補助者1人 計2人）  

（看護師1人、看護補助者1人 計2人）  

（准看護師1人 看護補助者1人 計2人）  

（夜勤専従者1人、月64時間勤務）  

③1月当たり夜勤時間帯に従事する実人員数  18人（2人＋7人＋8人＋1人）  

2人×72時間 ＝144時間（a）  

7人×68時間 ＝ 476時間 （b）  

8人×54時間 ＝ 432時間（c）  

1人×26時間 ＝ 28時間 （d）  

※ 夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間（23時から23時30分）は  

申し送った従事者の夜勤時間には含めない。  

※ 夜間専従者及び夜勤16時間以下の者を除く。  

④月延夜勤時間数 ：1，080時間（（a）～（d）の合計）  

⑤月平均夜勤時間数：72時間以下である。  

1，080時間 ÷18人 ＝ 60．0時間（小数点2位以下切り捨て）   



様式3の6   

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制及び裾瘡対策の基準に適合してい   

ることを確認するための入院基本料及び特定入院料届出に係る添付書類（例）  

1．入院診療計画については、別紙様式2の1又は2の2を参考として作成した例を添付すること。  

2．院内感染防止対策に係る内容  

3．医療安全管理体制に係る内容  

回／月   



4．裾癒対策に係る内容  

裾瘡対策チームの活動状況   

従事者  

専任の看護職員名  

活動状況  

（施設内での指導状況等）  

※裾瘡に関する危険因子の評価  

の実施例を添付  



（別紙3）  

特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて  

別添1  

第13 歯科疾患総合指導料   

1 歯科疾患総合指導料1に関する施設基準   

（6）当該地域において内科等を標梼する保険医療関係＝機関との連携体制が確保されていること。  

第38 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）  

1 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）に関する施設基準   

（2）心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士彙撃茎逆専従の常  

勤看護師が華海草郷以上勤務していること。ただし、これらの者については、  

回復期リハビリテーション病棟の配置従事者との兼任はできないこと。  

様式11の1、様式11の2、様式15、様式16、様式17、様式18、様式32、様式41及  

び様式66を別添のとおり訂正する。   



様式11の1  

在宅療養支援診療所の施設基準に係る届出書添付書類  

1 在宅医療に係る施設基準の届出の有無   

・ 在宅時医学総合管理料に係る施設基準の届出   （有   

・ 在宅末期医療総合診療科に係る施設基準の届出 （有  

2 当該診療所の担当者氏名  

（1）担当医  （2）看護職員  

3 24時間対応体制に係る事項  

（1）患者からの連絡を直接受ける体制：対応体制  名で担当、交代制（有・無）   

・ 担当者の氏名及び職種  ・ 連絡方法・連絡先   

・ 当該診療所内で確保（有 ・ 無）・ 担当医が直接対応（有・無）   

（2）往診体制：対応体制  名で担当、交代制（有・無）   

・ 担当医及び連携保険医の氏名   

（劫 緊急訪問看護体制：対応体制  名で担当、交代制（有・無）   

・ 担当看護職員及び連携看護職員の氏名、所属先  

＊ 交代制有りの場合は、それぞれ勤務割表の例を添付すること。  

4 保健医療サービス及び福祉サービスとの連携担当者   

・ 氏名、連絡先   

・ 資格、主な業務内容   

・ 体制（管理者 ・ 自施設の職員 ・ 院外の事業所等との連携 ・ その他）  

5 連携保険医療機関等（1）  

（1）医療機関の名称  

（2）開設者名  

（功 担当医の氏名   

（4）連 絡 先  

5 連携保険医療機関等（2）  

＝は 訪問看護事業者の名称  ＝過 担当看護職員の氏名   

（2）開設者名  （4）連 絡 先  

6 緊急時の入院体制  届出医療機関の入院施設（有 ・   

（1）連携保険医療機関の名称   

（2）開設者名  （4）担当医の氏名   

（劫 所在地  （5）緊急時の連絡先  

無）  

［記載上の注意］   

1 括弧内は、いずれか該当するものに○を記入する。   

2 「3」について、それぞれ交代制有りの場合は、勤務割表の例を添付すること。   

3 「5」及び「6」については、他の保険医療機関等と連携して24時間対応体制や緊急入院  

体制を確保する場合に記入すること。   

4 緊急時の連絡・対応方法についての患者等への説明文書の例を添付すること。   



様式11の2  

在宅療養支援診療所に係る報告書  

［記載上の注意］   

1 「1」の括弧内は、いずれかに該当するものに○を記入する。   

2 「2」の在宅療養の担当患者数は、主治医として担当している患者数を記入すること。   

3 「2」の平均診療期間は、主治医として診療している患者について、患者1人当たりの在宅  

医療を開始してからの平均診療期間を月単位で記載すること。   

4 「2」の「うち死亡患者数」を記入するに当たり、介護老人保曜埠設等の入所施設で死亡し  

た患者については、「自宅以外⊥卵へ計上すること。   

＝牢旦 「3」は、主治医として担当している患者に対して実施した訪問診療等であり、連携医療  

機関等が行った往診等も含めて記載すること。   



様式15  

暫科疾患総合指導料1  

暫科疾患総合指導料2   の施設基準に係る届出書添付書  

※該当する届出事項を○で囲むこと。  

1．歯科医師の氏名（ロには、適合する場合「レ」を記入すること）  

氏  名   歯科疾患継続管理  

診断を行なう常勤  

の歯科医師   

ロ   

2  □   

3  ロ   

4  □   

5  ［コ   

合計人数   名  

2．歯科衛生士の氏名（□には、適合する場合「レ」を記入すること）  

氏 名   常 勤  非常勤   

口   ［コ   

2  □   ［コ   

3  □   ［コ   

4  □   ［コ   

5  ［コ   ［コ   

合計人数  
名   名   

3．別の保険医療機関との連携調整を担当する歯科医罪名畳1槽書で記載す 

氏  名   職種名   

2  

3  

合計人数  名   

4．連携医療機関（内科等を標梼する保険医療機関）  

名  称  

標 棒 科 名  

所 在 地  

（電話番号）  

5．補綴物維持管理の届出年月（槽書で記載すること）  

平成  年  月  

（注）補綴物維持管理の届出年月が平成12年3月以前である場合には、可能な  

範囲で記入すること。   



様式16  

歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出書   

1．歯科疾患総合指導料の届出年月日等（□には、適合する場合「レ」を記入   

すること）  

歯科疾患総合指導料届出区分   届出年月日   

□ 歯科疾患総合指導料1   平成  年  月   日  

2．常勤の歯科医師の氏名等  

常勤の歯科医師名   経験年数  

3．歯科衛生士等の氏名等（歯科衛生士又は看護師を○で囲むこと）  
歯科衛生士等名   職種等  

常勤／非常勤，歯科衛生士／看護師  

常勤／非常勤，歯科衛生士／看護師  

常勤／非常勤，歯科衛生士／看護師  

常勤／非常勤，歯科衛生士／看護師   

4．植別の保険医療機関との連絡調整を担当する者  
氏名   職種名  

5．緊急時の連絡・対応方法  

6．緊急時の連携保険医療機関  
名  称  

所  在  地  

開設者氏名  

担当 医師名  
調整担当者名  

連 絡 方 法  

7．当該保険医療機関に常時設置されている装置・器具の名称及び台数  
一般名称  装置・器具等の固有名   台数   

経皮的酸素飽和度測定器（パルスオキシ  

メーター）   

酸  素  

救急蘇生キット  

そ  

の  

他  



様式17  

在宅時医学総合管理料の施設基準に係る届出書添付書類  

［記載上の注意］   

1「幸旦」の資格又は役職幸拉は、介護支援専門員、社会福祉士等と記載すること。   

2 緊急時の連絡・対応方法についての患者等への説明文書の例を添付すること。   



様式18  

在宅末期医療総合診療科の施設基準に係る届出書添付書類  

［記載上の注意］   

緊急時の連絡・対応方法についての患者等への説明文書の例を添付すること。   



様式32  

ポジトロン断層撮影  

ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影  
の施設基準に係る届出書添付書類   

※該当する届出事項を○囲むこと  

［記載上の注意］  

1 ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影に係る製剤の   

取扱い及び撮影を行う医師及び専任の放射線技師につき記載することとし、経歴（当該   

画像診断に係る経験（関係学会等によるポジトロン断層撮影に係る研修の参加状況等）   

当該保険医療機関における勤務状況がわかるもの）を添付すること。  

2 「寺旦」については、施設共同利用率が20％以上の場合に限り記載すれば足りる。   

なお、保険診療を行った患者数のみを記載すること。   



様式41  

］ケアの施設基準に係る届出書添付資料  精神科［   

常  名  非  名  

医  師  常  

勤   勤   名  

常  名  非  冬  

作業療法士  常  

勤   勤   名  

経験を有する  名  非  名  

常  

看護師   勤   勤   名  

常  名  非  名  

看護師  常  

従  勤   勤   名  

事  常  名  非  名  

准看護師  常  

者  勤   勤   名  

数  精神保健  名  非  名  

常  

福祉士   勤   名  

臨床心理  名  非  名  

常  

技術者等   勤   名  

常  名  非  名  

栄 養 士  常  

勤   勤   名  

常  名  非  名  

看護補助者  常  

勤   勤   名   

専用施設の面積  平方メートル  

患者1人当たり  平方メートル   

〔記載上の注意〕   

1 ［］内には、ショート、デイ、ナイト又はデイ・ナイトと記入すること。   

2 経験を有する看護師とは、精神科ショート・ケアにあって娃、精神科ショート・ケアの経  

験を、精神科デイ・ケアにあっては、精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケアの経験を、  

精神科ナイト・ケアにあっては、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア又は精神科ナイ  

ト・ケアの経験を、精神科デイ・ナイト・ケアにあっては、精神科ショート・ケア、精神科  

デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護師をい  

う。   



様式66  

歯科矯正診断料・顎口腔機能診断料の施設基準届出書添付書類  

施設の別  

（対象を○で囲むこと）   歯科矯正診断  ／  顎口腔機能診断   

障害者自立支援法   □ 昭和   

の規定に基づく指  □平成  年  月  日  

定を受けた年月日  

歯科矯正  

検査機器の  セファログラム機器  

設置状況等  下顎運動検査  

○で囲むこと）  機  器  

岨囁筋筋電図検査  

機器  薬事承認番号：   

専任の  氏名  

常勤歯科医師  

人数   名   

氏名   歯科衛生士  看護師  

専軽重延の  

常勤看護師又は  

常勤歯科衛生士  

人数   名  名   

口腔の医療を担当  

する施設  

（歯科矯正を担当する施  

設と同一の場合は記入  

不要）♯詩   

歯科矯正を担当す  

る施設  
所在地：  

（口腔の医療を担当する  

施設と同一の場合は記  

入不要）♯   



（別紙4）  

特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の制定に伴う  

特定保険医療材料料（使用歯科材料料）の算定について  

（別紙1）  

′＼ ′〉臼  0 －一 ヽヾ、」⊥ ヽ  ′＼ 人   ／ ′し ＿ ′、′ヽ′  

⊥    上J∠▲ユl乙Lヽ／ － ／ ｝′ ノ  ■－1   

＿  ■  t＿ －一     ヽ  人  八  人 ．⊥ヽl＿＿⊥▲  

MO19 ］  熱可塑性樹脂有床義歯（1床につき）   

〔次の材料料と人工歯料との合計により算定する。〕  

義歯床用スルフォン樹脂有床義歯（1床につき）  50点   



（別紙5）  

特定保険医療材料の定義について  

（別表）  

Ⅶ 調剤点数表に規定する特定保険医療材料及びその材料価格  

特に規定する場合を除き、≒臣Ⅰに規定するそれぞれの機能区分の定義等と同様であること。   



（別紙6）  

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び  

「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項に  

ついて  

第11歯科矯正に係る厚生労働大臣が定める場合（掲示事項等告示第11関係）  

③ 歯科点数表第2章第13部区分番号NO OOに掲げる歯科矯正診断料の規定により、別に厚  

生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保  

険医療機関斡追おいて行う、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した曖合異常における療  

養であって歯科矯正の必要が認められる場合   



（別紙7）  

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の  

算定方法等の施行に伴う実施上の留意事項について（通知）  

別添  

第1 対象病院及び対象患者   

2 対象患者   

（1）対象患者は、素数重量告示別表11に定める診断群分類点数表（以下「診断群分類点数表」  

という。）に掲げる分類区分（以下「診断群分類区分」という）に該当する入院患者とする。  

第3 費用の算定方法   

（2）医療機関別係数  

医療機関別係数は、調整係数告示に定める調整係数と素数畳屋告示別表12から14までの表  

の左欄に掲げる診療科に係る届出を行った病院についてそれぞれ所定の係数を合算したもの  

とする。   

（4）救命救急入院料等の取扱い  

救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケア  

ユニット入院医療管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、  

広範囲熱傷特定集中治療室管理料、一類感染症患者入院医療管理料又は小児入院医療管理料  

の算定要件を満たす患者については、当該病院が医科点数表に基づく届出を行っている場合  

には、特定入院料を算定することができる期間に応じ、素数重量告示別表4から6の表の右  

欄に掲げる点数を加算する。  

なお、本加算を算定している間は、入院基本料等加算（地域加算及び離島加算を除く。）  

は算定できない。   


